
 

改正入契法全面施行に伴う工事費内訳書の取扱いについて（お知らせ） 

 

令和７年 12月 12日 

土木建築局建設産業課 

 

建設業法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 49号）の全面施行により、令和７年

12月 12日以降、入札時に提出する工事費内訳書に、材料費等の記載が必要となります。 

 

 

１ 工事費内訳書に記載すべき事項 

  工事数量総括表に記載されている費目等に加え、次の経費を記載すること。 

・ 材料費 

・ 労務費 

・ 法定福利費 

（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。） 

・ 安全衛生経費 

（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成二十八年法律第百十一号）第十条に

規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。） 

・ 建設業退職金共済契約に係る掛金 

（中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契

約のうち、建設業に係るものをいう。） 

 

２ 適用日 

  令和７年 12月 12日から実施 

  なお、従前の取扱いにより指名・公告を行った工事についても、この取扱いの対象とし 

  ます。 

 

３ その他 

（１） 別紙記載例等を参考に記載してください。 

（２） 上記１の事項の記載漏れ等については、当分の間、失格として取り扱いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（土木工事の場合：記載例） 

 

工事費の内訳 

 

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単位 数量 金額（円） 
技術提案の

内容 

本工事費       

道路改良   式 1   

  道路土工   式 1   

   掘削工   式 1   

    掘削  砂質土 ㎥ 5,000   

    …   … …   

**直接工事費**       

 うち材料費     1,000,000  

 うち労務費     1,000,000  

共通仮設費率分       

**共通仮設費計**       

**純工事費**       

現場管理費       

 うち法定福利費の事業主負担額     1,000,000  

 うち建退共制度の掛金     1,000,000  

**工事原価**       

 うち安全衛生経費     1,000,000  

一般管理費率分       

契約保証費       

一般管理費計       

**工事価格**       

**消費税相当額**       

**工事費計**       

**契約保証費計**       

 

 

※ 上記記載例に示す方法の他、次のとおり欄外に記載する方法でも差し支えありません。 

・ 直接工事費のうち、材料費 ○○○円 

・ 直接工事費のうち、労務費 ○○○円 

・ 現場管理費のうち、法定福利費の事業主負担額 ○○○円 

・ 現場管理費のうち、建退共制度の掛金 ○○○円 

・ 工事原価のうち、安全衛生経費 ○○○円 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

（建築工事の場合：記載例） 

 

工事費の内訳 

 

種目・科目・中科目 単位 数量 金額（円） 
技術提案の

内容 

直接工事費       

建築工事   式 1   

 科目       

  中科目       

   計       

 うち材料費     1,000,000  

 うち労務費     1,000,000  

共通費       

 共通仮設費   式 1   

 現場管理費   式 1   

  うち建退共制度の掛金     1,000,000  

  工事原価のうち現場労働者の

法定福利費の事業主負担額 

    1,000,000  

  工事原価のうち安全衛生経費     1,000,000  

一般管理費等   式 1   

   計       

       

工事価格   式 1   

消費税等相当額   式 1   

工事費   式 1   

       

 

 

※ 上記記載例に示す方法の他、次のとおり欄外に記載する方法でも差し支えありません。 

・ 直接工事費のうち、材料費 ○○○円 

・ 直接工事費のうち、労務費 ○○○円 

・ 現場管理費のうち、建退共制度の掛金 ○○○円 

・ 工事原価のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額 ○○○円 

・ 工事原価のうち、安全衛生経費 ○○○円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

各経費の記載方法について 

 

材料費 

・ 主要な材料費は必須とし、雑材料や建設機械に使用される燃料費等については任意です。 

・ 直接工事費の内数として記載してください。 

 

労務費 

・ 積上げ可能な方式（歩掛、施工パッケージ型積算方式等）で積算した労務費を、直接工

事費の内数として記載してください。 

・ なお、市場単価方式や標準単価方式（その他の物価本掲載の価格も含む）により積算し

た労務費は計上しなくて構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」） 

 

法定福利費 

・ 現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料（介護保険料含む）及び厚生

年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）の法定の事業主負担額を、次のとおり記載し

てください。 

土木工事の場合 現場管理費の内数として記載 

建築工事の場合 工事原価の内数として記載 

 

建設業退職金共済制度の掛金（建退共掛金） 

・ 建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額を現場管

理費の内数として記載してください。 

・ 対象の労働者がいない場合（※）は、金額の欄に「－」と記載してください。 
※ 入札参加者及び全ての下請予定業者が、建設業退職金共済制度の加入事業者でない場合。 

入札参加者が建設業退職金共済制度の加入事業者であるものの、当該工事現場に従事する労働者がいな 

い場合。 

 

 

 

 

 



 

安全衛生経費 

・ 労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を、工事原価の内数として

記載してください。 

 

「安全衛生経費」の考え方（土木工事の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」） 

 

 各経費の見積もりにあたっては、国土交通省のＨＰも参考にしてください。 

基準を踏まえた取引の考え方 | 労務費に関する基準ポータルサイト 

https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/g-men 

https://roumuhi.mlit.go.jp/labor-cost-standard/about/g-men

